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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月14日(2014.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線撮像装置であって、
　Ｘ線源から照射された発散Ｘ線を複数のＸ線ビームに分割するための複数の開口を有し
、前記Ｘ線源と被検体との間に配置された分割素子と、
　前記被検体を透過した前記複数のＸ線ビームの強度を検出する検出器と、
を備え、
　前記Ｘ線源と前記分割素子の距離をＬ１、前記分割素子と前記検出器の距離をＬ２とす
るとき、Ｌ２／Ｌ１の値が１．０より大きく２．４未満の範囲となるように構成されてい
ることを特徴とするＸ線撮像装置。
【請求項２】
　前記Ｘ線源の焦点サイズを８０以上１００μｍ以下とし、
　前記画素のサイズを５０以上１５０μｍ以下とし、
　前記分割素子の前記開口の幅を２０以上５０μｍ以下とするとき、
　前記Ｌ２／Ｌ１の値が１．１より大きく１．５未満の範囲となるように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のＸ線撮像装置。
【請求項３】
　前記Ｘ線源と前記分割素子の距離であるＬ１と、前記分割素子と前記検出器の距離であ
るＬ２が、それぞれ以下に示す範囲を満たすことを特徴とする請求項１乃至２のいずれか
１項に記載のＸ線撮像装置。
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【請求項４】
　前記複数のＸ線ビームのそれぞれの形状は、シート状、ドット状であることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載のＸ線撮像装置。
【請求項５】
　前記検出器は複数の画素を有し、
　前記Ｘ線ビームは、前記複数の画素のうち、隣接する二つ以上の画素を跨ぐことを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のＸ線撮像装置。
【請求項６】
　Ｘ線源から照射された発散Ｘ線を分割素子により複数のＸ線ビームに分割し、被検体を
透過した前記複数のＸ線ビームの強度を、検出器により検出するＸ線撮像方法であって、
　前記被検体を前記分割素子と前記検出器との間の前記複数のＸ線ビームの光路上に配置
し、
　前記Ｘ線源と前記分割素子の距離と、前記分割素子と前記検出器の距離の関係を、前記
複数のＸ線ビームが検出器上で重ならない距離の関係とすることを特徴とするＸ線撮像方
法。
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